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松浦市シティプロモーションロゴ使用マニュアル 

 

 

松浦市シティプロモーションロゴ（以下「ロゴ」という。）は、「歴史」「グルメ」「体験」を活かした

交流のまち「松浦市」のイメージを効果的に伝えるためのシンボルとして使用していくものです。 

 

１．ロゴについて 

Ａ「松浦ファン」の出会いのシンボル 

 

 

 

 

 

  

Ｂ「松浦市」との出会いのシンボル  

 

 

 

 

 

 

 

 

２．権利の帰属 

  ロゴの一切の権利は、松浦市に帰属します。 

 

３．ロゴの提供 

  ロゴは、松浦市のシティプロモーションを行う団体、企業、個人が使用できます。 

  使用される方は下記の要領で電子ファイルをダウンロードしてください。 

 【ダウンロードの方法】 

   松浦市公式ホームページ（http://www.city-matsuura.jp/）の        ページを開き、 

  「ロゴダウンロード」をクリックし、必要なロゴを選択する。 

  なお、ロゴの使用は無償としますが、次の使用方法を厳守してください。 

 

４．使用方法 

（１）使用目的 

   ロゴは、松浦市のシティプロモーションに関連する目的のみで使用できます。 

松浦市の主要コンテンツ「歴史」「グルメ」「体験」の三つを

モチーフにした、「松浦市ファンクラブmeets!」のパブリックフ

ラッグであり、会員活動のモチベーション。〝宝船″の帆にあ

しらった三ツ星は松浦党の祖・松浦藩の家紋。 

 

日本一を誇る西海の「漁場」、日本史上に残る国難を乗り越え

た「元寇」の海など、松浦の多彩な「表情」を、光・玉・波・

風と、異なるモチーフに見たてた松浦の「日の丸」。それぞれの

個性がひとつにまとまることで強みを増す、松浦市の心象風景

をシンボルにしました。松浦市シティプロモーションの証です。 

 



   ただし、次の場合は使用できません。 

  ①自己の商標や意匠にするなど、独占的または営利目的に使用する場合 

  ②特定の政治活動や宗教活動に関わると認められる場合 

  ③松浦市の信用や品位を損なうと認められる場合 

  ④公序良俗に反すると認められる場合 

  ⑤その他、松浦市のシティプロモーションの趣旨に反する等、著しく不適当と認められる場合 

 

（２）使用についての通知 

   ロゴの適正な使用を確保するため、使用の２週間前までに、次の内容を電子メールまたはＦＡＸ

でお知らせください。 

  ①氏名（団体の場合は代表者名） 

  ②所属団体・企業名 

  ③使用目的 

  ④使用物（名刺、バッジ、紙袋など） 

  ⑤連絡先（電話番号） 

 

（３）注意事項   

   ロゴの使用にあたっては、次の事項に注意してください。 

  ①原則として、松浦市が提供する電子データを使用すること。 

  ②プロセスカラーは、C:100 M:57 Y:0 K:0とすること。 

  ③モノクロの場合は、視認性を損なわないよう、白ヌキで使用すること。 

  ④松浦市が指定する最小サイズ以下での使用は行わないこと。 

  ⑤その他、ロゴの使用にあたっては、松浦市の指示に従うこと。 

 

（４）禁止事項 

   ロゴの修正は拡大縮小のみ可能で、縦横の比率は変更不可とします。 

   また、次のような使用はできませんのでご注意ください。 

  ①他の要素（図形、文字など）の追加 

  ②変形（傾けたり、裏向け反転など） 

  ③色、書体、組み合わせの変更、その他ロゴの識別性を失う修正 

 

（５）問合せ先・連絡先 

   松浦市福岡事務所 

   〒810-0041福岡市中央区大名 2-8-18天神パークビル 4Ｆ 

    ＴＥＬ：092-406-2180 ＦＡＸ092-406-7588 

    Ｅ－ｍａｉｌmatsuura.f@city.matsuura.lg.jp 

 

 


